
　在宅診療は、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、患者様の日常を支える医療です。
2040年問題を目前に、益々その需要が高くなっている背景を踏まえ、2024年4月に在宅診療センターを
開設いたしました。在宅診療センターは、既存の訪問看護ステーションに訪問診療部・訪問リハビリテーショ
ン部・訪問歯科診療部・訪問栄養部を新たに加えた5つの部門で構成されています。総合病院の強みを活か
し、各診療科の専門医、多職種のコメディカルスタッフが協働して在宅診療を行っています。
　訪問診療部は、4月の開設以降、院外・院内よりご紹介をいただき、そのニーズの高さを実感しています。
内科医師による定期的な訪問診療を中心に、皮膚科医師による褥瘡・創傷管理、泌尿器科医師による尿道
カテーテル管理など専門性の高い疾患にも注力しています。
　訪問リハビリテーション部では、退院後も在宅でリハビリテーションを継続することで、日常生活動作の低
下防止を目標に介入しています。
　訪問歯科診療部では、歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士のチームで訪問し、嚥下評価および訓練、口腔

ケアなどの診療を7月より開始しました。昨今、誤嚥性肺炎の
増加が社会的な問題となっていますが、予防の観点からも、
口腔ケアや嚥下リハビリが重要な取り組みであると考えてい
ます。訪問栄養部とも協働し、さらに充実した診療を目指して
います。
　今後は、かかりつけ医の先生方との連携をさらに強化し、地
域の在宅診療の一助として後方支援に努めていきます。訪問
診療が必要な患者様がいらっしゃいましたら是非ご紹介くだ
さいますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。
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　4月から新たに在宅診療センターを設立、センター内に訪問診療
部、リハビリテーション部が併設されているため、各部門と連携しやす
くなり、より利用者様が求められる療養生活を支援できるようになり
ました。現在まで連携訪問ケースは17件です。

　当院入院期間中に緩和医療に移行となりご自宅への退院を強く望まれました。
在宅療養支援としてCVポートからの24時間輸液管理とストーマ管理を目的に、週
1回の訪問診療と毎日の訪問看護を開始しました。訪問開始当初は表情も硬く「点
滴を外したい。早くお迎えが来てほしい。」と話をされることもありましたが、徐々に
関わる中で「庭仕事がしたい。」と希望を話され、訪問診療医師と検討し昼間に点滴
のない時間をつくりました。その後は花の剪定や手入れに没頭され、笑顔も増えて
こられました。（写真　左）
　一方で、医療的処置の拒否もあり、患者様の意思を尊重するために訪問診療医
師、がん看護専門看護師、入院病棟看護師とACPカンファレンスで検討し、「本人の

やりたいこと」にフォーカスすることになりました。在宅療養は40日余りでしたが、最期の日までご家族に囲まれ穏や
かに過ごされました。
　その後、地域の支援者と共にデスカンファレンスを行いました（写真　右）。
ケアマネジャーからは「患者が自宅に帰る事を病院側が後押し、サポートしてく
れて安心に繋がった。」との感想をいただき当院としての役割が再認識できま
した。

患者様の紹介

　これからも、在宅診療センター、病院内の各部署と共に、
地域の在宅支援チームとの連携を大切に、患者様が「その人らしく、希望をもって
生きる」を支えられる訪問看護ステーションでありたいと考えています。     

大津市民病院訪問看護ステーション新体制でスタート～よりスムーズな多職種連携～

大津市民病院訪問看護ステーション
営業時間8：30～17：15（訪問時間9：30～16：30）
TEL　077-524-0150　FAX077-525-5550
訪問エリア： 当院から車で片道20分程度

24時間365日電話相談、緊急度に応じて訪問いたします。
お問い合わせやご相談など、どうぞお気軽にお電話ください。

地方独立行政法人  市立大津市民病院
地域医療連携支援センター  地域医療連携室
Tel. 077-526-8192（直通）　Fax. 077-522-0192

月～金曜日 ： 午前8時30分～午後7時30分
土曜日　　 ： 午前8時30分～午後12時30分
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